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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.sai

tamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
元
気
タ
ク
シ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

渡
利 

憲
一 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
戸
田
市
美
女
木
五
丁
目
十
四
番
地
の
九 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
、
自
力
で
の
移
動
に
困
難
な
事
情
を
持
っ
た
方
々

が
、
自
由
に
活
発
に
広
範
囲
な
社
会
活
動
を
営
ん
で
頂
け
る
よ
う
、
タ
ク
シ
ー
事
業
を
中
心
と

し
た
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
誰
も
が
元
気
で
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に
お
い
て
備

え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ら
い 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

河
野 

富
次 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
吉
見
町
大
字
田
甲
千
八
百
十
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
お
よ
び
障
害
の
状
態
に
あ
る
人
々
に
対
し
、
地
域
で
自
立
し
た
生
活 

 

を
営
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す 

 

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

  
 

 

        

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に
お
い
て
備

え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
夢
・
フ
レ
ン
ズ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

松
本 

進 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
志
賀
五
百
四
十
三
番
地
四 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
障
害
あ
る
方
に
対
し
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
及
び
情 

 

報
発
信
等
を
行
い
、
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

  
 

 

         

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
八
月
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
ロ
ー
ズ
技
研 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
日
本
予
防
医
学
推
進
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

髙
島 

澄
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
三
ヶ
尻
三
千
三
百
八
十
九
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
を
中
心
に
関
東
圏
の
自
然
環
境
・
体
内
環
境
・
社
会
環

境
の
保
全
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
で
予
防
医
学
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
五
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
秩
父
市
下
宮
地
町
五
千
三
百
四
十
三
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
六
号





告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
八
月
八
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

荒
川
右
岸
用
排
水
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

川
越
市 

   

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
埼
玉
県
荒
川
右
岸
下
水
道
事
務
所
長
中
野
毅
か
ら
次
の
と
お
り
公

共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

埼
玉
県
荒
川
右
岸
下
水
道
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
荒
川
右
岸
流
域
下
水
道
台
帳
図
整
備
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
越
市
中
部
地
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
美
里
町
長
原
田
信
次
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

美
里
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

美
里
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
入
間
市
野
田
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
木
下
博
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

入
間
市
野
田
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
土
地
区
画
整
理
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

入
間
市
大
字
野
田
地
内
（
野
田
土
地
区
画
整
理
地
域
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
久
喜
市
長
田
中
暄
二
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

久
喜
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
・
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

久
喜
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

作
業
種
別 

 
 

基
本
測
量
（
国
土
調
査
に
伴
う
基
準
点
測
量
） 

二 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
五
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

 
 

比
企
郡
と
き
が
わ
町
、
秩
父
郡
小
鹿
野
町 

 
 埼

玉
県
告
示
第
九
百
七
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

作
業
種
別 

 
 

基
本
測
量
（
「
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
」
修
正
測
量
） 

二 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

作
業
地
域 

 
 

埼
玉
県
内
全
域 

 
 埼

玉
県
告
示
第
九
百
七
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
百
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
）
は
、
平
成

二
十
三
年
二
月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
久
喜
市
長
田
中
暄
二
か
ら
通

知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
八
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
作
成
作

業
（
道
路
敷
地
調
査
）
）
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長

で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
北
首
都
国
道
事
務
所
長
鹿
角
豊
か
ら
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
二
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
レ
ベ
ル
一
、
○
○

○
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
ピ
ン
グ
）
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長

で
あ
る
寄
居
町
長
島
田
誠
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 
 

 
 

  



 

第
二
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
三
年
八
月

八
日 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
垳
八
八
番
地
二
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
垳
八
六
番
地
一
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
五
七
四
番
地
二
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
五
七
三
番
地
一
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
五
八
九
番
地
四
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
五
七
七
番
地
一
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
五
八
一
番
地
七
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
五
八
二
番
地
一
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
垳
一
五
八
番
地
二
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
古
新
田
四
三
八
番
地
一
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
原
四
六
〇
番
地
二
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
原
四
六
〇
番
地
一
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
一
六
七
一
番
地
四
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
一
六
七
一
番
地
一
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
六
〇
〇
番
地
一
〇
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
一
六
三
一
番
地
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
五
九
四
番
地
一
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
曽
根
五
九
七
番
地
二
ま
で 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
原
五
七
〇
番
地
か
ら 

埼
玉
県
八
潮
市
大
字
大
原
五
七
一
番
地
ま
で 

指

定

道

路

の

位

置 

四
五
・
〇
〇 

二
五
・
〇
〇 

七
八
・
○
○ 

三
七
・
○
○ 

三
四
・
○
○ 

四
九
・
○
○ 

五
二
・
○
○ 

六
七
・
○
○ 

三
二
・
○
○ 

五
七
・
○
○ 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇 

六
・
〇
〇 

六
・
○
○ 

六
・
○
○ 

六
・
○
○ 

六
・
○
○ 

一
四
・
○
○ 

八
・
○
○ 

一
〇
・
○
○ 

六
・
○
○ 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 
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